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・
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い

た
人
は
軽
減
さ
れ
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る
直
前
に
被

用
者
保
険（
協
会
け
ん
ぽ
、健
保
組
合
、共
済
組
合
な

ど
）の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、加
入
し
て
２
年
間
、

保
険
料
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
。均
等
割
額
が
５
割
軽

減
さ
れ
、所
得
割
は
加
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

人
は
、
「
障
害
認
定
」
の
申
請
を
す
る
と
現
在
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
を
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
年
金
証
書
（
障
害
年
金
の
も

の
）
の
い
ず
れ
か

・
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
、
印
鑑
、
預
金
通

帳
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　

現
在
使
用
し
て
い
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
（
黄
色
）
と
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
（
桃
色
）
は
、
７
月
31
日
㈬
で
有
効

期
限
が
切
れ
ま
す
。
１
割
負
担
の
人
に
は
新
し

い
「
限
度
額
適
用･
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
橙
色
）
、
３
割
負
担
の
人
に
は
新
し
い
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」
（
桃
色
）
を
そ
れ
ぞ
れ
７
月
中

に
保
険
証
と
一
緒
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

８
月
１
日
㈭
か
ら
は
、
こ
の
認
定
証
を
利
用
く
だ

さ
い
。

■
新
規
申
請
に
つ
い
て

　

１
割
負
担
で
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
、
ま
た

は
、
３
割
負
担
で
世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
の
住

民
税
課
税
所
得
が
い
ず
れ
も
６
９
０
万
円
未
満
の

人
の
う
ち
、
入
院
な
ど
で
医
療
機
関
で
の
支
払
い

が
高
額
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
は
、
国
保
ね
ん

き
ん
課
ま
た
は
各
支
所
健
康
福
祉
地
域
事
務
所
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

　

現
在
使
用
し
て
い
る

保
険
証
（
黄
色
）
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日

㈬
ま
で
で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
（
橙

色
）
は
７
月
中
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
の

で
、
８
月
１
日
㈭
か
ら

は
新
し
い
保
険
証
（
橙

色
）
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　

新
し
い
保
険
証
（
橙
色
）
に
記
載
し
て
あ
る
一

部
負
担
金
の
割
合
は
、
令
和
元
年
度
の
住
民
税
の

課
税
所
得
を
も
と
に
判
定
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た
の

で
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
郵
送

し
ま
す
。

　

新
規
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
た
人

は
、
こ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
保
険
の
種
類
や
加

入
時
期
で
保
険
料
の
納
付
方
法
・
時
期
が
変
わ
り

ま
す
。

・
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差
引
）
と
普
通
徴
収

（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が

あ
り
ま
す
。

・
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付
が
で
き
ま
す
が
、
納
付
書

の
使
用
期
限
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
納
付
方
法
は
、
受
給
す
る
年
金
額
や
保
険
料
に

よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

・
申
し
出
に
よ
っ
て
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
差

引
）
を
口
座
振
替
へ
変
更
で
き
ま
す
。

　
均
等
割
額
【
４
万
７
９
０
０
円
】
＋
所
得
割
額

【
（
総
所
得
金
額
等

－

33
万
円
）
×
９
・
２
６
％
】

・
均
等
割
額
は
、
全
て
の
被
保
険
者
が
負
担
す
る

金
額
で
す
。

・
所
得
割
額
は
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
金
額

で
す
。

・
所
得
が
低
い
人
は
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

・
賦
課
限
度
額
は
62
万
円
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

◆
新
し
い
保
険
証
と
認
定
証
を
送
付
し
ま
す

◆
令
和
元
年
度
の
保
険
料
決
定
通
知
書
を

　
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

保
険
料
額
の
計
算
方
法

保
険
料
額
の
軽
減

納
付
方
法

保
険
証
の
更
新
時
期
で
す

問
合
せ　
国
保
ね
ん
き
ん
課
後
期
高
齢
者
医
療
係　
☎
33
４
１
１
３

「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
も
更

新
時
期
で
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
は

65
歳
か
ら
加
入
で
き
ま
す

対象者の所得要件
(世帯主と世帯の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額)

均等割の
軽減割合

33万円以下 8.5割

年金収入の控除額をそ
れぞれ80万円と計算し
た上で、被保険者全員
の所得が0円となる世帯

8割

33万円＋28万円
×（被保険者数）以下 5割

33万円＋51万円
×（被保険者数）以下 2割

医療機関などで支払う
一部負担金の割合

同一世帯の
後期高齢者
医療被保険
者の中で、
住民税の課
税 所 得 が
145 万円以
上ある人が

いる世帯 3割

いない
世帯 1割

世帯の所得状況に応じた
均等割額の軽減割合


